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藤が丘マイスター歯科クリニック

神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-28-14 T-BOXビル 2階

227-0043

歯 科 事 務 局

事 業 所 番 号

（住所）　

（電話）　 ：045-978-6218

（FAX）　 ：045-978-6219

（電話）　 ：045-532-8155

03-5797-2730

03-5797-2731

（FAX）　 ：045-532-8153

〒227-0043

神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-25-9 グラン・ブルー105

福 野 雅 人管 理 者 の 氏 名

1433730561

担当の歯科医師が、通院困難な利用者に対しその居宅を訪問して行う計画的

継続的な歯科医学的管理を基に、利用者が居宅サービス計画作成を依頼する

居宅介護支援事業者及び居宅サービスを利用するその他の事業所に対して居

宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行います。

また、利用者もしくはその家族等に対する居宅サービス利用上の留意点、介護

方法等について、指導及び助言を行います。

※事業者への情報提供については、個人情報ですので、利用者の同意を得て

行います。

歯科医師が行う

居宅療養管理指導

藤が丘マイスター歯科クリニック

日

月・火・水・木・金・土 9：00〜18：00

休　　　　　診



（2）費用（利用料）
介護保険の適用がある場合は、介護保険被保険者証に記載されている自己負担割合に応じて算定されます。
お客様の利用者負担額については、契約書別紙サービス内容説明書に記載します。

居宅療養管理指導の種類 利用料金 
2 歯科医師が行う 
居宅療養管理指導 

１月に２回限度として（１回あたり） 
単一建物居住者が１人   
単一建物居住者が 2～9人   
単一建物居住者が 10人以上   

3 歯科衛生士が行う 
居宅療養管理指導 

１
※ただし、がん末期の患者は6回まで
月に４回限度として（１回あたり） 

単一建物居住者が 1人    
単一建物居住者が 2～9人   
単一建物居住者が 10人以上   

６ その他

５ 利用料等のお支払方法 
月末締め、翌月の月初に前月分の請求をいたしますので、下記口座に振り込み又は現金もしくは口座引き落
としでお支払ください。 

みずほ銀行 玉川支店 （店番号６１３） 
普通預金口座 (口座番号 1 2 2 8 1 5 3 )  
医療法人社団 マイスター 

※ 入金確認後、領収書を発行いたします。

事 項 内 容 

サービスの記録と事後評価
サービス提供の効果等を評価し、その結果を書面（サービス報告書）に記載し
てお客様に説明のうえ交付します。

5,170円
4,870円
4,410円

3,620円
3,260円
2,950円

2025.02.19

藤が丘マイスター歯科クリニック

1433730561

事 務

神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-28-14 T・BOXビル 2階


	藤が丘マイスター歯科_居宅療養管理指導重要事項説明書_20250115_01P
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